（別表４）
農業改良措置に関する事項
（法第23条関係）

１　特例を必要とする者の氏名
	氏名：　　　　　　　　　　　　　　（旧姓　　　　　）


注１　法人その他の団体の場合には、「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。
　２　氏名に旧姓記載をする場合は、旧姓を括弧書きで併記すること。

２　農業改良措置の目標及び内容
	区分
	農業改良措置の目標及び具体的な内容

	□　新たな農業部門の経営の開始
□　農畜産物の新たな生産方式の導入
	


注１　当該措置の内容が該当する区分にチェック（レ）を付けること。
２　様式第５号に記載した特定環境負荷低減事業活動のうち、該当する区分において、本特例の申請者が実施する農業改良措置の内容を次のとおり記載すること。
（１）「新たな農業部門の経営の開始」区分については、新たな品目（品種を含む。）の取組面積又は従来と同様の品目での規模拡大の内容（ただし、環境への負荷の低減に資する場合に限る。）
　　なお、新たな農業部門の開始とは、新規の作物・家畜等を導入し、従来取り扱っていない作目区分に進出する場合であり、加工・流通部門の開始は含まない。
（２）「農畜産物の新たな生産方式の導入」区分については、品質・収量又はコスト・労働力の削減に資する措置の内容
　　なお、新たな生産方式には、加工・流通部門の取組は含まない。

３　経営の持続性の確保に関する事項
　　注１　特定環境負荷低減事業活動を実施しない部分も含め、農林漁業経営の全体で記載する
こと。
２　各金融機関の所定様式等を使用しても差し支えない。

（１）経営規模
	
	現状（〇年〇月期）
	目標（〇年〇月期）

	品目
	
	

	生産規模（単位：　　　）
	
	

	生産量　（単位：　　　）
	
	

	収入金額（単位：　　　）
	
	

	労働力
	
	

	家族従事者
	人
	人

	従業員数
	人
	人


注　品目が複数ある場合には、必要に応じて欄を繰り返し設けて記載すること。

（２）収支計画
	
	現状（〇年〇月期）
	目標（〇年〇月期）

	ア：農業粗収益（売上高）
	
	

	イ：農業経営費
（売上原価＋販売管理費）
	
	

	ウ：農業所得（営業利益）
（ア－イ）
	
	

	エ：農家総所得（経常利益）
	
	


注１　ウの「農業所得」には、農林漁業の所得（法人その他の団体にあっては営業利益）の現状値及び目標値を記載すること。
２　エの「農家総所得」には、ウの「農業所得」に農外所得を加えた金額（法人その他の団体にあっては経常利益）の現状値及び目標値を記載すること。
３　特別の事情があるときは、現状値は直近の前期の実績を記入しても差し支えない。

（３）資金計画
	番号
	借入金
	補助金
	自己資金
	計

	
	農業改良資金
	その他
	
	
	

	①
	
	
	
	
	

	②
	
	
	
	
	

	③
	
	
	
	
	

	④
	
	
	
	
	


（借入金の内訳）
	番号
	借入先
	資金名
	借入時期
（予定）
	金額
（単位：　　）
	償還期間（予定）
（うち据置期間）

	①
	
	
	年　　月
	
	年（　　年）　

	②
	
	
	年　　月
	
	年（　　年）

	③
	
	
	年　　月
	
	年（　　年）

	④
	
	
	年　　月
	
	年（　　年）


注１　実施計画の「４　（特定）環境負荷低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法」と整合するように記載すること。
２　番号は、別表２の番号と対応するよう記載すること。
３　同一番号の使途・用途に対し、複数の金融機関からの借入や借入条件が異なる複数の借入を利用する等の場合は、同一番号を記載した上でそれぞれ記載すること。
４　「補助金」について、国の補助金を財源に含む補助事業（事業負担金を含む。地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は除く。）は農業改良資金の貸付対象とはならない。

（添付書類）以下の書類を添付すること。
　□　借入申込希望書兼経営改善資金計画書（農業経営改善関係資金基本要綱別紙１）
　□　事業費のわかる資料（見積書の写し等）


